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〔ｌ〕随意契約登録者名簿登録申請受付要領

平成２３年度及び平成２４年度において各地方農政局における物品の製造・販売等に係る随意

契約の参加資格を得ようとする者の随意契約登録者名簿への登録申請の受付は、下記により行い

ます。

記

１．受付期間

１）九州農政局に提出する場合

平成２２年１２月１５日（水）～ 平成２３年１月３１日（月）

２）九州農政局食糧部・管内事業（務）所及び農政事務所に提出する場合

平成２２年１２月１５日（水）～ 平成２３年１月１４日（金）

注）・平成２２年１２月２９日（水）から平成２３年１月３日（月）及び土曜、日曜日及び祝

日は、受付を行いませんので注意願います。

・締切日の前１週間程は特に混雑が予想され申請手続に時間を要することがありますので、

なるべく早めに申請していただきますようご協力をお願いします。

２．受付場所

１）九州農政局総務部会計課調達係（内線４０７４）〔全て〕 受付時間 9:00～16:30

２）九州農政局食糧部・管内事業（務）所〔全て〕 受付時間 9:00～16:30

３）九州農政局管内農政事務所

〔物品の製造、物品の販売、役務の提供等、物品の買受け〕 受付時間 9:00～16:30

（注）・上記〔 〕内は、受付をする契約の種類を示します。

・九州農政局食糧部、管内各事業（務）所及び各農政事務所の受付場所については、

別紙管内地方受付場所一覧を参照して下さい。
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３．受付する契約の業種区分及び営業品目

受付する契約の業種区分及び営業品目等は、次のとおりですが具体的には九州農政局の受付

窓口へ問い合わせ願います。

１）建設工事契約

コード番号 業 種 の 区 分 内 容

１ 土木一式工事 土木工事業

２ 建築一式工事 建築工事業

８ 電気工事 電気工事業

９ 管工事 管工事業

１１ 鋼構造物工事 鋼構造物工事業

１３ ほ装工事 ほ装工事業

１７ 塗装工事 塗装工事業

２０ 機械器具設置工事 機械器具設置工事業

２２ 電気通信工事 電気通信工事業

２４ さく井工事 さく井工事業

９９ その他 大工工事業

左官工事業

とび・土工・コンクリート工事業

石工事業

屋根工事業

タイル・れんが・ブロック工事業

鉄筋工事業

しゅんせつ工事業

板金工事業

ガラス工事業

防水工事業

内装仕上工事業

熱絶縁工事業

造園工事業

建具工事業

水道施設工事業

消防施設工事業

清掃施設工事業
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２） 物品の買受け契約

コード番号 営 業 品 目 説 明（具体的事例）

４０１ 立木竹

４０２ その他 鉄屑回収、古紙回収等

３） 物品の製造契約

コード番号 営 業 品 目 説 明（具体的事例）

１０１ 衣服・その他繊維製品類 制服、作業服、寝具等

１０２ ゴム・皮革・プラスチック製品 タイヤ、かばん、合成皮革等、ＦＲＰ製灯塔

類 等

１０３ 窯業・土石製品類 ガラス、陶磁器等

１０４ 非鉄金属・金属製品類 アルミ、ブリキ、洋食器、鉄塔、鋼管、ボル

ト、ナット、ワイヤーロープ、刃物、手工

具、ブイ（標体）等

１０５ フォーム印刷

１０６ その他印刷類 オフセット印刷、軽印刷等

１０７ 図書類 書籍、新聞、出版等

１０８ 電子出版物類 ＣＤ－ＲＯＭ等

１０９ 紙・紙加工品類 製紙、紙製品、紙袋、段ボール等

１１０ 車両類 自動車、自動二輪、自転車等、清掃車、散水

車、除雪車、ブルトーザー、フォークリフ

ト、トラクター等

１１１ その他輸送・搬送機械器具類 航空機、ヘリコプター、自転車等

１１２ 船舶類

１１３ 燃料類 ガソリン、軽油、ガス等

１１４ 家具・什器類 木製家具、鋼製家具、建具、事務机、椅子等

１１５ 一般・産業用機器類 印刷機、製本機、ボイラー、エンジン、旋

盤、造幣事業用機械器具、印刷事業用機械器

具等

１１６ 電気・通信用機器類 家電機器、照明器具、通信機器、音響機器

配電盤、交通管制機器、レーダー、交換機

伝送装置、通信ケーブル、蓄電池、発電器

遠方監視装置、レーダー雨量装置等

１１７ 電子計算機類 コンピュータ、パソコン、汎用ソフトウェア

等

１１８ 精密機器類 計量機器、測定機器、試験分析機器、理化学

機器、気象観測機器、光学機器等

１１９ 医療用機器類 ＭＲＩ、ベット等

１２０ 事務用機器類 細断機、複写機、穿孔機等

１２１ その他機器類 厨房器具、消火器具、消火装置、防災器具、

自動車検査用機械器具、林業用物品等

１２２ 医薬品・医療用品類 医薬品、医療用消耗品、Ｘ線フィルム、検査

試薬、医療用ガス等

１２３ 事務用品類 事務用品、文具等

１２４ 土木・建設・建築材料 セメント、アスファルト、木材、石材、砂

利、ヒューム管、道路標識、カーブミラー、

スノーポール等

１２９ その他 運動用具、雑貨、動物、肥料、飼料、農薬、

食料品、その他
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４） 物品の販売契約

コード番号 営 業 品 目 説 明（具体的事例）

２０１ 衣服・その他繊維製品類 制服、作業服、寝具等

２０２ ゴム・皮革・プラスチック製品 タイヤ、かばん、合成皮革等、ＦＲＰ製灯塔

類 等

２０３ 窯業・土石製品類 ガラス、陶磁器等

２０４ 非鉄金属・金属製品類 アルミ、ブリキ、洋食器、鉄塔、鋼管、ボル

ト、ナット、ワイヤーロープ、刃物、手工

具、ブイ（標体）等

２０５ フォーム印刷

２０６ その他印刷類 オフセット印刷、軽印刷等

２０７ 図書類 書籍、新聞、出版等

２０８ 電子出版物類 ＣＤ－ＲＯＭ等

２０９ 紙・紙加工品類 製紙、紙製品、紙袋、段ボール等

２１０ 車両類 自動車、自動二輪、自転車等、清掃車、散水

車、除雪車、ブルトーザー、フォークリフ

ト、トラクター等

２１１ その他輸送・搬送機械器具類 航空機、ヘリコプター、自転車等

２１２ 船舶類

２１３ 燃料類 ガソリン、軽油、ガス等

２１４ 家具・什器類 木製家具、鋼製家具、建具、事務机、椅子等

２１５ 一般・産業用機器類 印刷機、製本機、ボイラー、エンジン、旋

盤、造幣事業用機械器具、印刷事業用機械器

具等

２１６ 電気・通信用機器類 家電機器、照明器具、通信機器、音響機器、

配電盤、交通管制機器、レーダー、交換機、

伝送装置、通信ケーブル、蓄電池、発電器、

遠方監視装置、レーダー雨量装置等

２１７ 電子計算機類 コンピュータ、パソコン、汎用ソフトウェア

等

２１８ 精密機器類 計量機器、測定機器、試験分析機器、理化学

機器、気象観測機器、光学機器等

２１９ 医療用機器類 ＭＲＩ、ベット等

２２０ 事務用機器類 細断機、複写機、穿孔機等

２２１ その他機器類 厨房器具、消火器具、消火装置、防災器具、

自動車検査用機械器具、林業用物品等

２２２ 医薬品・医療用品類 医薬品、医療用消耗品、Ｘ線フィルム、検査

試薬、医療用ガス等

２２３ 事務用品類 事務用品、文具等

２２４ 土木・建設・建築材料 セメント、アスファルト、木材、石材、砂

利、ヒューム管、道路標識、カーブミラー、

スノーポール等

２２９ その他 運動用具、雑貨、動物、肥料、飼料、農薬、

食料品、その他
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５）測量・建設コンサルタント等契約

コード番号 業 種 の 区 分 内 容

１ 測量 測量法（昭和24年法律第188号）第３条に規定する測

量業務

２ 土地家屋調査 土地家屋調査士法（昭和25年法律第228号）第２条に

規定する土地家屋調査業務

３ 建設コンサルタント 公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和27年法

律第184号）第19条第３号に規定する建設コンサルタ

ント業務

４ 建築士事務所 建築士法（昭和25年法律第202号）第23条による登録

を受けて行う建築士事務所業務

５ 計量証明 計量法（平成４年法律第51号）第２条に規定する計量

証明業務

６ 地質調査 地質調査業者登録規程（昭和52年４月15日建設省告示

第718号）第２条に規定する地質調査業務

７ 補償コンサルタント 補償コンサルタント登録規程（昭和59年9月21日建設

省告示第1341号）第２条に規定する補償コンサルタン

ト業務

８ その他 その他の業務

６） 役務の提供等契約

コード番号 営 業 品 目 説 明（具体的事例）

３０１ 広告・宣伝 広告、映画、ビデオ、広報、イベント企画等

３０２ 写真・製図 写真撮影、製図、製本等

３０３ 調査・研究 調査、研究、検査等

３０４ 情報処理 統計、集計、データエントリー、媒体変換等

３０５ 翻訳・通訳・速記 翻訳・通訳・速記、筆耕等

３０６ ソフトウェア開発 プログラム作成、システム開発等

３０７ 会場等の借り上げ 会議施設借り上げ、設営等

３０８ 賃貸借 建物、寝具、植木、物品等

３０９ 建物管理等各種保守管理 清掃、警備、廃棄物処理、害虫駆除、機器保

守、電話交換等

３１０ 運送 タクシー、ハイヤー、荷造り、運送、倉庫、

旅行等

３１１ 車両整備 車両、航空機、ヘリコプター等の整備

３１２ 船舶整備 船舶の整備

３１３ 電子出版 ＣＤ－ＲＯＭ製作等

３１５ その他 医療事務、検体検査、フィルムバッチ測定等

の各種業務委託、その他
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４．申請上の留意事項

１）申請書の提出部数は１部とし、九州農政局管内の受付窓口ヘ提出して下さい。

なお、後日登録確認通知書を送付いたしますので、８０円切手を１枚必ず提出して下さい。

その際、封筒等に貼付するのではなく切手のみを提出願います。

今回の受付期間以外にも随時受付を行いますが、その場合随意契約登録者名簿への登録が

遅れる場合がありますので御了承願います。

２）申請書の定期受付は隔年制となっておりますので、申請漏れがないように注意して下さい。

３）申請書類の記載事項の基準日は、申請しようとする年の１月１日（ただし決算に関する事

項については、基準日の直前に決算の確定した日）とします。（なお、随時受付にあっては、

申請日の属する月の初日を基準日とします。）

４）申請書への記載は黒字ボールペンでわかりやすく記入願います。

５．申請書提出後の変更等の届出

申請書提出後、その内容に変更が生じたときは、速やかに変更届を提出して下さい。（添付書

類については、下記のとおりです。）

なお、変更届は、別紙「随意契約登録者名簿登録申請書変更届」により受付窓口（随意契約

登録者名簿登録申請書の提出先と同じ）へ１部提出して下さい。

記

変 更 事 項 添 付 書 類

廃業等の場合 ①当該事項変更届

①登録を受けた者が死亡したとき ②登記簿謄本（又は抄本）（写）等

②法人が合併により消滅したとき

③法人が破産により解散したとき

④法人が合併又は破産以外の事由により解散

したとき並びに登録を受けた登録部門に係

る営業を廃止したとき

住所、商号又は名称及び代表者の氏名を変更 ①当該事項変更届

した場合(必ずフリガナを付けてください。) ＜法人の場合＞

②登記簿謄本（又は抄本）（写）

＜個人の場合で住所変更の場合＞

③住民票（写）

＜個人の場合で氏名変更の場合＞

④戸籍謄本（又は抄本）（写）

個人企業より法人組織に変更した場合及び ①当該事項変更届

法人組織を変更した場合 ②登記簿謄本（又は抄本）（写）

③許可証明書（写）

電話番号等を変更した場合 当該事項変更届

許可・登録等の状況について変更があった場合 ①当該事項変更届

②許可・登録等の証明書（写）

営業所等の名称、代表者、所在地及び電話番号 ①当該事項変更届

等に変更があった場合 ②委任状（委任している場合で、名称・

代表者に変更があった場合）


